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火災警報器はあなた自身また、大切なご家族の命を守ります。

　　　　　　住宅用火災警報器は、「天井」または「壁面」に取り付けます。
　　　　　　　　　　　　　　　　下記の点に注意しながら、すばやく煙や熱を感知できる場所に設置してください。

   ついて 

  いますか？ 

住宅用火災警報器って何？ 

取り付ける位置は？ 

部屋の中央付近に設置

（壁から60㎝以上離す） 
天井から15㎝～50㎝の

間に設置する 

天井に設置の場合 壁に設置する場合 

お近くのホームセンターや電気店等で購入できます。

購入の際には、検定に合格した右記の表示があるも

のを購入してください。 

どこで買えるの？ 

寝室（義務） 階段（義務） 

※寝室が２階の場合に

は階段も設置が必要。 

子供部屋（義務） 

※子供部屋で寝室として使用

している部屋！ 

居間（推奨） 

日常の喫煙等で作動す

ることはありません。 

台所（推奨） 

台所は義務ではありませんが、つけ

ておくと安心。設置の場合は熱に反

応するタイプがおすすめです。 

どこに取り付けるの？ 
お住まいのすべての寝室、階段（寝室が２階にある場合）に設置が

義務付けられています。 

火災により発生する煙を感知し、音や音声、光、振動により

警報を発して火災の発生を知らせてくれる機器です。 


